
■発見日時：2024年9月10日(火) 12時00分頃

■発生場所：東海環状自動車道 内回り KP27.34（走行規制内）（楠洞川橋・支柱№52-53間)

■内容 ：詳細点検Aの事前作業として橋梁点検車を使用し橋梁側面～下面部の点検支障となる樹木の伐採作業中、

橋梁下へﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ-ﾑを下げる際、橋梁点検車ブームが透光板の頂部に接触し破損させたもの

監視員が車両後方路肩側にてﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの方の監視に集中し、ﾌﾞｰﾑの監視が疎かになってしまった。

■被害 ：橋梁部透光板（ｱｸﾘﾙ板） 1枚 ※橋梁下への破片の落下はなし（高架下は山林）

けが人・第三者被害なし 破片は回収済

■当事者 ：橋梁点検車ｵﾍﾟ：

監視員（合図者）：

12：10 透光板損傷

12：12 現場責任者よりメンテ担当者に報告。

12：28 メンテ担当者よりメンテ所長に報告

12：40 メンテ担当者より HSC課長に報告

メンテ所長より本社に報告

現場作業中止、規制離脱

17：00 緊急安全大会実施
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